
令和６年１０月１０日

報道関係者 各位

春日市では、今年度から、口頭で意思を伝えること

が難しい人が投票手続きをスムーズに行えるよう、各

投票所に、指差しで意思を伝えることができる「コミ

ュニケーションボード」を備え付けます。

【コミュニケーションボードとは】

投票所で想定される困り事やお手伝い（支援）をイ

ラストや文字で表したものです。対応してほしい内容

を指差すことで、投票事務従事者に自分の意思を伝え

ることができます。

「投票所入場整理券がありません」「候補者が分か

りません」「筆談を希望します」「メガネを貸してくだ

さい」など、８項目の困り事とその対応方法をイラス

ト入りで分かりやすく提示しています。

【設置場所など】

１ 期日前投票（10 月 16 日（水）～26日（土）） 春日市役所・春日市ふれあい文化センター

２ 選挙当日（10月 27 日（日）） １２カ所の投票所の受付など

※ コミュニケーションボードは、市ウェブサイトに掲載していますので、事前に印刷して、投

票所に持参することも可能です。

多くの人が選挙に関心を持ち、積極的に投票してもらえるよう、周知にご協力をお願いします。

【この件に関する問い合わせ】

春日市選挙管理委員会事務局 上野（うえの）

春日市原町３－１－５ 春日市役所２階（総務部 総務課内）

TEL 092-584-1139 FAX 092-584-1142 E-mail senkan@city.kasuga.fukuoka.jp

【送信枚数】この文書を含め、合計２枚です。
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投票所での困り事は“指差し”で
各投票所に「コミュニケーションボード」を設置

▲ コミュニケーションボード


